
各
種
相
談
会
を
開
催

総
務
課
管
理
係

☎（
２
８
８
）１
２
１
２

相
談
時
間
／
１
人
30
分
間

無
料

３
月
18
日（
金
）ま
で

行
政
相
談
委
員
に
よ
る
定
例
行
政

相
談
会

３
月
25 

日（
金
）

午
前
９
〜
11
時

役
場
庁
舎
３
階
・
第
２
・
３
会

議
室

村
内
在
住
者

相
談
の
内
容
／
国
や
県
な
ど
に

対
す
る
ご
意
見
や
ご
要
望

無
料

不
要

法
律
や
多
重
債
務
の
相
談
や

国
や
県
な
ど
に
関
す
る
ご
意

見
・
ご
要
望
を
お
伺
い
す
る
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
。
相
談
者

の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

法
律
相
談
会

３
月
25
日（
金
）

午
前
９
〜
11
時

役
場
庁
舎
３
階
・
第
５
会
議
室

村
内
在
住
者
３
人（
予
約
必
要
）

相
談
の
内
容
／
離
婚
や
相
続
、

交
通
事
故
相
談
な
ど
の
法
律

に
係
る
相
談

健
康
増
進
計
画
・
食
育
推
進
計
画

推
進
協
議
会
委
員
を
募
集

保
健
福
祉
課
保
健
予
防
係

☎（
２
８
８
）３
８
６
１

を
開
催
し
ま
す
。

報
酬
／
村
規
定
に
よ
る

３
月
31
日（
木
）ま
で
。
住
所
、

氏
名
、
性
別
、
職
業
、
電
話

番
号
、応
募
理
由
を
明
記
し
、

は
が
き(

〒
２
４
３-

０
１
９
５

※

住
所
不
要)

、F
A
X（（
２

８
８)

２
０
２
５
）、
ま
た
は

電
子
メ
ー
ル(hofuku@

tow
n.kiyokaw

a.kanag
aw
a.jp)

で
応
募

健
康
増
進
法
な
ど
の
規
定
に

基
づ
く
健
康
増
進
計
画
・
食
育

推
進
計
画
を
推
進
す
る
た
め
、

医
療
機
関
の
代
表
者
や
自
治
会

組
織
の
代
表
者
、
公
募
に
よ
っ

て
選
考
さ
れ
た
方
な
ど
で
構
成

さ
れ
る
協
議
会
を
設
置
し
て
い

ま
す
。

20
歳
以
上
の
村
内
在
住
者

２
人

任
期
／
２
年
間

※

年
１
〜
２
回
程
度
、
会
議

場対

日場対内費申

内

費申

日対内

申

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

委
員
を
募
集

税
務
住
民
課
住
民
保
険
係

☎（
２
８
８
）３
８
６
２

④
国
民
健
康
保
険
料
の
滞
納

が
な
い
世
帯
の
方

募
集
人
数
／
２
人 

※

応
募
多
数
の
場
合
は
、
審

査
の
う
え
決
定
。

任
期
／
令
和
４
年
４
月
１
日

〜
令
和
７
年
３
月
31 

日(

３

年
間
）

※

年
３
回
程
度
、
会
議
を
開

催
し
ま
す
。

報
酬
／
村
規
定
に
よ
る

３
月
25
日(

金) 

ま
で
に
役
場

庁
舎
１
階
・
税
務
住
民
課
窓

口
で
配
布
す
る
応
募
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
し
申
込
み
。

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

は
、
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定 

に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
事 

業
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項 

を
審
議
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ

て
い
ま
す
。任
期
満
了
に
伴
い
、

被
保
険
者
の
公
募
委
員
を
次
の

と
お
り
募
集
し
ま
す
。 

①
清
川
村
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
で
満
20
歳
以
上
73

歳
未
満
の
方

②
村
議
会
議
員
、
村
職
員
、

保
険
医
お
よ
び
保
険
薬
剤
師

で
な
い
方

③
平
日
の
日
中
に
開
催
さ
れ

る
会
議
に
出
席
で
き
る
方

対

内申

コンビニで
各種証明書が取得できます

コンビニで
各種証明書が取得できます

コンビニエンスストアなどで、証明
書などが取得できるようになりまし
た。便利になった公共サービスをぜひ、
ご利用ください。
①取得できる証明書／住民票の写
し、印鑑登録証明書、住民票記載
事項証明書
②利用時間／午前6時30 分～午後
11時（メンテナンス日を除く）
各証明書300円。ご利用には
「マイナンバーカード」
「暗証番号」が必要です。
税務住民課住民保険係
☎（288）3849

内

費

問

国 民 年 金 「学生納付特例制度」について
　20歳以上の方は原則として毎月、国民年金保険料を納めることが義務となっ
ていますが、一定の所得基準に満たない学生は、申請することで在学中の保険料
の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用できます。
　申請には年金手帳または基礎年金番号通知書のコピー、在学期間の確認できる
証明書類（学生証のコピーまたは在学証明書（原本））が必要です。
※詳しくは、日本年金機構ホームページ（http://www.nenkin.go.jp）をご覧く
ださい。
問

記
号
一
覧

日
日
時
期
期
間
場
場
所

対
対
象
内
内
容
講
講
師

費
費
用

他
そ
の
他

申
申
し
込
み

問
問
い
合
わ
せ厚木年金事務所☎（223）7171、税務住民課住民保険係☎（288）3849
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通
学
費
な
ど
を
補
助

学
校
教
育
課
学
校
教
育
係

☎（
２
８
８
）１
２
１
５

令
和
３
年
度
に
つ
い
て
も
、

申
請
が
お
済
み
か
ど
う
か
も
う

一
度
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

村
で
は
高
等
学
校
・
大
学
・

専
門
学
校
な
ど
の
バ
ス
定
期
代

に
係
る
通
学
費
補
助
と
自
転
車

購
入
費
の
補
助
を
し
て
い
ま

す
。
申
請
書
を
４
月
１
日
（
金
）

か
ら
役
場
庁
舎
４
階
・
学
校
教

育
課
窓
口
で
配
布
し
ま
す
。

期内対

内申 他

春の火災予防運動 ３月１日～７日

「おうち時間　家族で点検　火の始末」「おうち時間　家族で点検　火の始末」
（令和３年度全国統一防火標語）

　火災は、冬場だけではなく、春先にも多く発生する
傾向にあります。一人ひとりが防火に対する意識を高
め、火災予防の対策を行うことが何よりも大切です。
総務課防災交通係☎（288）1212問

税
務
住
民
課
課
税
係

☎（
２
８
８
）３
８
５
９

軽
自
動
車
税
は
４
月
１
日
現

在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

廃
車
や
譲
渡
な
ど
で
所
有
者

が
変
わ
っ
た
場
合
は
、
下
記
の

手
続
き
場
所
で
３
月
末
ま
で
に

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

車
両
を
処
分
し
て
も
、
廃
車

手
続
き
を
し
な
い
限
り
課
税
さ

れ
ま
す
。
原
動
機
付
自
転
車
や

小
型
特
殊
自
動
車
を
廃
車
す
る

場
合
は
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
、

標
識
交
付
証
明
書
、
印
鑑
が
必

要
で
す
。

※

盗
難
に
遭
わ
れ
た
と
き
は
、

警
察
へ
盗
難
届
を
提
出
し
、
提

出
し
た
警
察
署
名
、
提
出
年
月

日
、
受
理
番
号
を
持
参
し
、
廃

車
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

軽
自
動
車
な
ど
の

廃
車
・
譲
渡
手
続
き
に
つ
い
て廃車・譲渡手続きについて

届け出する車種 届け出する場所
原動機付自転車（125㏄以下）
小型特殊自動車

役場庁舎１階・税務住民課
☎（288）3859

三輪・四輪の軽自動車
（660㏄以下）

二輪の軽自動車
（126㏄～250㏄）

軽自動車検査協会
神奈川事務所相模支所
☎050（3816）3120

二輪の小型自動車
（251㏄以上）

神奈川運輸支局
相模自動車検査登録事務所
☎050（5540）2037

税
務
住
民
課
環
境
係

☎（
２
８
８
）３
８
４
９

運
行
時
間
／
午
前
９
時
30
分

〜
午
後
３
時
42
分
（
宮
の
平

バ
ス
停
留
所
発
着
）

※

運
行
時
間
中
、
約
１
時
間

に
１
便
が
発
着

乗
車
案
内
／
本
厚
木
駅
北
口

〈
５
番
乗
り
場
〉
か
ら
宮
ヶ

瀬
行
き
バ
ス
で
「
宮
の
平
」

バ
ス
停
留
所
下
車
。

※

同
バ
ス
停
留
所
か
ら
送
迎

車
に
乗
り
継
ぎ
ま
す
。

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

い
た
だ
く
か
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

宮
ヶ
瀬
霊
園
へ
の
お
参
り
の

方
が
多
い
期
間
中
、
無
料
の
送

迎
車
を
運
行
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策
の
た
め
、
送
迎

車
を
ご
利
用
の
際
に
は
、
マ
ス

ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
体
調
の
悪
い
方
は
、
ご

利
用
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

運
行
期
間
／
３
月
17
日（
木
）

〜
同
24
日（
木
）

運
行
区
間
／
宮
の
平
バ
ス
停

留
所
と
宮
ヶ
瀬
霊
園
の
間

宮
ヶ
瀬
霊
園
無
料
送
迎
の
お
知
ら
せ

保
健
福
祉
課
福
祉
係

☎（
２
８
８
）３
８
６
１

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

清
川
村
子
ど
も
・
子
育
て
会

議
に
お
い
て
、
子
育
て
支
援

施
策
に
つ
い
て
の
ご
意
見
や

ご
助
言
ほ
か

任
期
／
２
年
間

３
月
22
日（
火
）ま
で
。
電
話
、

F
A
X（（
２
８
８
）２
０
２
５
）

ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
（fuku

shi@
tow
n.kiyokaw

a.k a
nagaw

a.jp

）
で
申
込
み
。

保
護
者
や
学
識
経
験
者
、
地

域
社
会
、
行
政
な
ど
を
構
成
員

と
し
た
子
ど
も
・
子
育
て
会
議

の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
数
／
２
人

・
村
内
在
住
で
20
歳
以
上
の
方

・
令
和
４
年
４
月
１
日
現
在

で
18
歳
未
満
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方

※

上
記
以
外
の
要
件
も
あ
り

ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問

子
ど
も
子
育
て
会
議
委
員
を
募
集

火事の時にきちんと
作動するよう、点検
を忘れずに！

住宅用
火災警報器
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期場

申他

税
務
住
民
課
住
民
保
険
係

☎（
２
８
８
）３
８
４
９

　民
課
窓
口

○
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
ま

　び
こ
館
１
階
・
保
健
福
祉

　課
窓
口

○
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
せ
せ

　ら
ぎ
館
１
階
・
図
書
館

○
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

所
定
の
意
見
提
出
用
紙
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。※

郵
送

の
場
合
は
消
印
有
効

提
出
さ
れ
た
ご
意
見
に
つ
い

て
は
個
人
情
報
を
除
き
、
意

見
の
概
要
、
意
見
に
対
す
る

村
の
考
え
方
、
政
策
等
の
案

の
修
正
を
行
っ
た
場
合
は
そ

の
内
容
を
公
表
し
ま
す
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
ご
意
見

に
対
し
、
個
別
の
回
答
は
い

た
し
ま
せ
ん
。

村
、
厚
木
市
お
よ
び
愛
川
町

で
は
、
住
民
票
の
写
し
を
相
互

交
付
す
る
広
域
交
付
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
が
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
に
よ
る
コ
ン
ビ
ニ

交
付
を
は
じ
め
と
し
た
住
民
票

取
得
の
た
め
の
複
数
の
手
段
が

確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
住
民
票
広
域
交
付
事
業
を

終
了
（
事
務
委
託
の
廃
止
）
す

る
こ
と
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

村
民
の
皆
様
の
意
見
な
ど
を

聴
取
し
、
可
能
な
限
り
反
映
す

る
た
め
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
手
続
を
実
施
し
ま
す
。

３
月
４
日（
金
）〜
３
月
13
日

（
日
）

資
料
閲
覧
場
所

○
役
場
庁
舎
１
階
・
税
務
住

住
民
票
広
域
交
付
事
業
の
終
了

（
事
務
委
託
廃
止
）に
対
す
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集

税
務
住
民
課
住
民
保
険
係

☎（
２
８
８
）３
８
４
９

分
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
手
続
き
さ
れ
る
方
が
同
一
世

帯
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
、
運
転
免
許
証
な
ど
の
身
分

証
明
書
の
提
示
が
必
要
で
す
。

マ
イ
ン
ナ
ン
バ
ー
に
関
す
る
お

問
い
合
わ
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー

ダ
イ
ヤ
ル
／
０
１
２
０（
９

５
）０
１
７
８

平
日
：
午
前
９
時
30
分
〜
午

後
８
時
、
土
日
祝
：
午
前
９

時
30
分
〜
午
後
５
時
30
分

（
年
末
年
始
を
除
く
）

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
は

住
所
変
更
の
手
続
き
が
必
要

　マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

は
引
っ
越
し
し
て
も
変
わ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
に
新
住
所

を
追
記
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
引
っ
越
し
先
の
市
区
町
村

で
住
所
変
更
の
手
続
き
を
し
ま

し
ょ
う
。

家
族
全
員
分
の
手
続
き
を
お
忘

れ
な
く

　世
帯
代
表
の
方
が
、
同
一
世

帯
の
住
所
変
更
の
手
続
き
を
ま

と
め
て
行
え
ま
す
。
世
帯
全
員

問

引
っ
越
し
の
際
は「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
」の
住
所
変
更
も
お
忘
れ
な
く

厚
木
児
童
相
談
所

☎（
２
２
４
）１
１
１
１

移
転
先

住
所
／
厚
木
市
水
引
2
-11
-7

☎（
2
4
0
）6
4
3
0

神
奈
川
県
厚
木
児
童
相
談
所

は
４
月
１
日
に
新
築
移
転
し
ま

す
。な

お
、一
部
業
務
に
つ
い
て

は
、３
月
20
日（
日
）よ
り
下
記

の
移
転
先
に
て
行
い
ま
す
の
で

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
厚
木
児
童
相
談
所
の
所
管
区

域
は
、
厚
木
市
、
海
老
名
市
、

座
間
市
、愛
川
町
、清
川
村
で
す
。

神
奈
川
県
厚
木
児
童
相
談
所
の

移
転
の
お
知
ら
せ

くらしの安全・
安心だより

成年年齢引き下げ！
契約トラブルに注意！

　令和４年４月から、成年年齢が20 歳から 18 歳へ引き下げられ、18 
歳・19 歳の成人が、契約の未成年者取消権を失うことに伴い、契約ト
ラブルが懸念されます。
　契約書をよく読んで、内容を理解してから契約しましょう。契約につ
いて不安があるときは消費生活センターへ相談ください。
消費者ホットライン☎188、 厚木市消費生活センター☎（294）5800問

厚木児童相談所

JAあつぎ

厚木合同庁舎
（旧厚木児童相談所）

厚木市立
病院前バス停

愛光病院前バス停

厚木市立病院

イヌやネコのフンに
困っています

イヌやネコのフンに
困っています

　ペットを飼う一部の方の
マナー違反で、フン害の苦
情が多数寄せられています。
　ペットのフンは袋に入れ
て持ち帰るなど、飼い主が
片付けるのは当たり前のこ
と。フンを放置したあなた
を、近所の皆さんは見てい
ます！
　税務住民課
　環境係 
　☎（288）3849

問

11 お知らせ村政情報室


